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第２章 介護予防と⽣活支援の充実 

１．介護予防・日常⽣活支援総合事業の充実 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）は、地域支援事

業のひとつであり、住民等の多様な主体によるサービス提供により、市町村におけ

る効果的・効率的な実施が期待されています。 

総合事業では、従来の予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）により

提供されていた専門的なサービスに加え、住民主体の支援等の多様なサービスや高

齢者全般を対象とした一般介護予防事業の充実を図り、要支援認定者及び介護予

防・生活支援サービス事業対象者（以下、「事業対象者」という。）の能力を最大限

活かしつつ、その状態等に応じたサービスが選択できるようにすることが重要とさ

れています。 

健康寿命の延伸を目指して総合事業の充実を図るために、地域の課題や高齢者の

ニーズに合わせた多様なサービスの構築を行います。 

 

【介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業の概要】 

 

   

 

 

 訪問看護、福祉用具等

※全国一律の人員基準、運営基準
介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総 合 事 業

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者等

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス
②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等）

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
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（１）介護予防・⽣活支援サービス事業 

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定者・事業対象者の多

様な生活支援ニーズに対応するため、従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護

に相当するサービスに加え、緩和した基準によるサービスや住民主体の支援等も含

め、多様なサービスを実施するものです。 

平成 29 年度から実施している介護予防・生活支援サービス事業を定期的に検証

しながら、必要なサービスの構築を図るとともに、「従来の予防給付に相当するサー

ビス」に加え、「地域支援事業実施要綱」に示された多様なサービスを地域の実情に

応じた事業として展開できるよう、地域包括支援センターや生活支援コーディネー

ターから抽出された高齢者の生活支援ニーズ等の反映に努めます。 

第８期ではリハビリテーション体制の地域格差縮小を目指し訪問型サービスＣ

を実施します。訪問型サービスＣとはリハビリテーション専門職（理学療法士、作

業療法士等）が個人宅に訪問し、生活機能の向上や身体機能維持のために、生活機

能に関する問題を総合的に把握・評価し、社会参加を高めるために必要な相談・指

導及び自立支援に必要な機能訓練等を実施し、事業が終了した後もセルフケアマネ

ジメントできるようサービスを提供するものです。 

八女市では住み慣れた地域や自宅でできる限り自立した生活を送ることができ

るよう、「住家や周辺環境に合わせた身体づくり」を目的として今後もリハビリテー

ション体制の強化・推進に力を入れていきます。 

 

【介護予防・⽣活支援サービス事業の概要】 
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（実施予定） 

（実施中） 
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（実施中） 

介護予防・ 

生活支援 

サービス事業 

訪問型サービス 

（第１号訪問事業） 

通所型サービス 

（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 

（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業） 

 

・・従来の訪問 

介護相当 
 

・多様な 

 サービス 

 

・従来の通所 

 介護相当 
 

・多様な 

 サービス 

②訪問型サービス A（緩和した基準によるサービス） 
①訪問介護 

③訪問型サービス B（住民主体による支援） 
④訪問型サービス C（短期集中予防サービス） 
⑤訪問型サービス D（移動支援） 

①通所介護 
②通所型サービス A（緩和した基準によるサービス） 
③通所型サービス B（住民主体による支援） 
④通所型サービス C（短期集中予防サービス） 

①栄養改善を目的とした配食 
②住民ボランティア等が行う見守り 
③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に 

資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの 

一体的提供等） 
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（２）一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、

住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場

が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハ

ビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取り

組みを推進し、高齢者が趣味やスポーツなど生きがいや役割をもって生活できる地

域を構築することにより、介護予防を推進することを目的とした事業です。 

今後は、以下の一般介護予防事業の推進にあたって、「地域支援事業の他事業との

連携方策や効果的な実施方策や在り方」、「専門職の効果的・効率的な関与の具体的

方策」、「ＰＤＣＡサイクル6に沿った推進」に向けて検討します。 

地域での介護予防推進のため、通いの場の創出を行い、活動支援のために情報提

供や講師派遣等を行います。 

【一般介護予防事業の概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防把握事業 
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援

を要する高齢者を把握し、介護予防活動につなげる事業です。 

本市では、各種相談業務等の場を活用しながら、介護予防把握事業を実施します。 

  

 
6「ＰＤＣＡサイクル」：Ｐ=Plan（計画）、Ｄ=Do（実行）、Ｃ=Check（評価）、Ａ=Action（改善）のそれ

ぞれの頭文字をとったもの。この４段階を繰り返すことによって業務を継続的に改善すること。 

 
介護予防把握事業 

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握

し、介護予防活動へつなげる。 

介護予防普及啓発事業 

介護予防活動の普及・啓発を行う。 

地域介護予防活動支援事業 

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 

一般介護予防事業評価事業 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行

う。 

地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担

当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 
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② 介護予防普及啓発事業 
すべての高齢者を対象として、介護予防のための基本的な知識を普及・啓発する

ことを目的とした事業です。 

本市では、身体の虚弱や閉じこもり状態とならないよう、運動器の機能を持続向

上させるための運動教室「しっかり貯筋体操」の実施や要介護状態の原因疾患とな

る生活習慣病の重症化予防を図るための講座「人生１００年教室」を日常生活圏域

単位で実施しています。 

引き続き、これらの運動教室や介護予防教室、認知症予防講座等の充実を図り、

生活支援コーディネーターと連携した介護予防啓発の拡充や、主体的な活動（自主

グループ活動）につながる仕組みづくりを推進します。 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 
介護予防に関するサポーター等の人材育成や介護予防に資する地域活動組織の

育成・支援等を目的とした事業です。 

本市では、介護予防に資する人材育成を目的に、社会福祉協議会と連携して、介

護予防サポーターや地域のボランティアの育成等に取り組んでいます。 

高齢者の介護予防推進のためには、地域での自主的な活動の活性化が不可欠です。

引き続き生活支援コーディネーターと連携しながら、これらの人材の確保と育成を

推進していきます。 

 

④ 一般介護予防事業評価事業 
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業

等の評価・分析を行う事業です。 

  本市では、令和２年度より九州大学と連携協定を結び、医療・介護・生活保護・

ニーズ調査等のデータを用いた評価・分析に取り組んでいます。今後、この分析を

活用しながら住民の健康支援を行い、人生 100 年時代を見据えた健康づくり、疾病・

介護予防を推進していきます。 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 
地域における介護予防の取り組みの機能強化を図るために、通所、訪問、地域ケ

ア会議、サービス担当者会議、住民主体の集いの場等へのリハビリテーション専門

職等の関与を促進する事業です。 

総合事業等で実施する介護予防活動や住民主体の場で、専門職の意見が反映され

効果的な介護予防事業が実施できるよう理学療法士会等との連携を進めます。 
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（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

国は、人生 100 年時代を見据え、高齢者の介護予防と生活習慣病予防等の疾病予

防・重症化予防の保健事業を一体的に実践していくことで、高齢者の心身の多様な

課題に対応したきめ細やかな支援につなげ、健康寿命を延伸することを目標として

います。 

高齢者は、加齢に伴う「フレイル」7 や「サルコペニア」8、認知症等の進行により

健康の個人差が大きくなり、複数の疾病を抱える等健康の不安が大きくなってきます。

不安を取り除き、可能な限り住み慣れた地域で自立した生活ができる期間の延伸、生

活の質の維持向上のための支援が必要となってきます。 

本市でも、令和３年度より医療・健診・介護の担当部局が連携し、介護予防の地域

支援事業と生活習慣病予防の保健事業との一体的な実施のために、国保事業の特定健

診と後期高齢者の健診の切れ目ない支援を行い、高齢者一人ひとりの医療・健診・介

護のデータの情報を解析し、地域の健康課題を明確化しながら、高齢者の特性を踏ま

えた保健事業の企画・調整を行い、高齢者に対する個別的な支援と通いの場等への積

極的な関与の取り組みを行っていきます。 

生活圏域ごとに健康課題を把握し、保健師等の医療専門職が低栄養防止・生活習慣

病等の重症化予防のための訪問相談を実施しながら、多様な課題を抱える高齢者や閉

じこもりがちで健康状態の不明な高齢者を把握し支援等を行います。 

また、通いの場等を活用し、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士等の医

療専門職がフレイル予防として運動・栄養・服薬指導・口腔機能向上のための健康教

育・健康相談を実施し生活機能の改善を図ります。 

 

  

 
7「フレイル」：日本老年医学会が 2014 年に提唱した概念で、「Frailty（虚弱）」の日本語訳。加齢に

伴い筋力が衰え、疲れやすくなったり、家に閉じこもりがちになったりすること。適切な治療や予防

を行うことで要介護状態に進まずにすむ可能性がある。 
8「サルコペニア」：加齢や疾患により、筋肉量が減少することで、握力や下肢筋・体幹筋など全身の

「筋力低下が起こること」を指す。または、歩くスピードが遅くなる、杖や手すりが必要になるな

ど、「身体機能の低下が起こること」を指す。 
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２．その他の⽣活支援サービスの充実 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができ

るよう、介護保険対象サービス及び総合事業以外の生活支援を中心とした各種高齢

者福祉サービスを実施していきます。 

 

（１）配食サービス事業 

在宅の虚弱な高齢者や一人暮らし高齢者等で、自力では食事の準備が困難で、食

の確保が難しい人に対して、弁当を配達することにより生活の基本である「食」の

確保と栄養面での健康管理を図るとともに、配達時における安否確認を行うことを

目的とした事業です。 

今後は、生活支援コーディネーターとの連携で把握した利用者ニーズ等を踏まえ

継続して実施していきます。 

 

（２）緊急通報システム事業 

一人暮らし高齢者等に対して、急病や火災時などの緊急時に迅速かつ適切な対応

を図るとともに、健康や日常生活支援等の相談に対応するために、緊急通報装置を

貸与し日常生活での不安感の軽減と緊急時の対応を図っています。 

今後も一人暮らし高齢者等の増加が予測されることから、一人暮らし高齢者等が、

昼夜を問わず安心して生活できるよう、市民への事業内容の周知に努め、緊急通報

装置システム事業の利用の拡大を図ります。 

 

（３）⽼人福祉電話の貸与事業 

虚弱な一人暮らし高齢者等で生活に困窮し、現に電話を保有していない世帯に対

し、外部とのコミュニケーションや緊急時の連絡手段の確保を図るため、電話の貸

与を行う事業であり、今後も継続して実施していきます。 

 

（４）高齢者⽣きがい活動支援通所事業（⽣きがいデイサービス） 

体力は低下しているものの要介護（支援）や事業対象者の認定を受けていない高

齢者等に対して、閉じこもり予防や介護予防の観点から、通所施設において生活指

導や日常生活訓練、入浴、給食、健康チェック等を提供するサービスです。 

今後も総合事業で実施する通所型サービスと一体的な支援体制の構築ができる

よう検討を行っていきます。 
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（５）在宅支援住宅改修事業 

要介護（支援）認定を受けていない在宅の高齢者が、可能な限り住み慣れた地域

でいつまでも安心して生活ができるよう、介護予防の観点から手すりの取り付けや

段差解消をする軽微な住宅改修の費用補助をすることで、転倒予防や動作の容易性

の確保等を図っています。 

今後も自立した生活を送れるよう、継続して実施していきます。 

（６）⽣活支援ヘルパー派遣事業 

要介護（支援）認定は受けていないが、在宅で日常生活に支援が必要な一人暮ら

し高齢者等にホームヘルパーを週に１回程度派遣し、支援や指導等を行う事業で、

今後も継続して実施していきます。 

（７）⽣活管理指導短期宿泊事業 

要介護（支援）認定は受けていないが、在宅の生活習慣等に支障をきたしている

一人暮らし高齢者等に対し、養護老人ホーム等において短期間の宿泊により生活習

慣等の改善指導を行うとともに、体調管理を行うことで要介護（支援）状態への進

行を予防することを目的とした事業で、今後も継続して実施していきます。 

（８）介護保険以外の施設や福祉センター等 

① 養護⽼人ホーム 
環境的及び経済的理由によって、在宅での生活が困難な高齢者が入所するための

施設であり、本市内には１施設（定員 70 名）が設置されています。 

高齢者虐待等による一時保護も含め、様々な問題により介護保険の施設・居住系

サービス等での支援が難しく、養護老人ホームでしか対応できないケースがあるた

め、今後も適切な措置が行えるよう努めます。また、虐待等への対応として関係部

署・関係機関とのさらなる連携強化を図ります。 

② 軽費⽼人ホーム（ケアハウス） 
ケアハウスは、高齢者が訪問介護等の介護保険サービスを利用しながら自立した

生活が確保できるよう、高齢者の居住性とケアに配慮した介護利用型の軽費老人ホ

ームです。本市内には１施設（定員 40 名）が設置されています。 

軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型）は、家庭環境や住宅事情等により、在宅での生活

が困難な高齢者が利用できる施設ですが、現在市内には設置がなく近隣の市町でも

Ａ型が数ヶ所設置されているだけです。 

家庭環境や住宅事情、経済状況等により在宅での生活が困難な高齢者が安心して

日常生活を送ることができる低所得者向けの施設として、近隣の市町の情報も含め

軽費老人ホームの情報収集とその提供に努めます。  
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③ 高齢者⽣活福祉センター等の居住施設 
高齢者生活福祉センターの居住部門は、介護保険施設のサービスを受けられない

一人暮らしの高齢者等で、在宅での生活に不安がある人が一定期間利用できる施設

です。 

本市では、矢部地区（定員 20 名）と星野地区（定員 10 名）に設置しています。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、今後も継続します。 

 
【市内の高齢者⽣活支援センター（居住部門）・シルバーハウジング】 

施設名 所在地 定員等 

高齢者生活福祉センター居住部門（矢部） 
八女市矢部村矢部 4058 番地 1 

「ゆいのもり」内 
20 名 

高齢者生活福祉センター居住部門（星野） 
八女市星野村 10775 番地 14 

総合保健福祉センター「そよかぜ」内 
10 名 

県営シルバーハウジング 

（高齢者世話付住宅） 

八女市矢部村矢部 4277 番地 

「ゆいのもり」内 
10 戸 

 

④ 福祉センター等（⽣きがいづくり・地域支え合い・交流拠点） 
地域の高齢者に対して、健康増進、生きがいづくり、世代間交流の場を提供する

複合的施設として、総合保健福祉センターや地域交流センター等の施設があります。 

今後も身近な地域における高齢者の健康増進や生きがいづくり、交流等の場とし

て有効的な活用を行い、施設の維持管理や利用ニーズ等の効果検証も実施していき

ます。 

【市内の福祉センター等】 
施設名 施設概要 所在地 

多世代交流館 

「共生の森」 

高齢者の介護予防や生きがいづくり、

高齢者を中心に多くの世代がふれあい

と交流を図るなど、多目的に利用でき

る施設です。 

八女市高塚 191 番地 

八女地域福祉センター 
「元気な高齢者づくり」「子育て支援」

「世代間交流」事業の拠点施設です。 

八女市上陽町北川内

123 番地 1 

黒木地域交流センター 

「ふじの里」 

地域住民の保健・福祉・レクリエーショ

ンの拠点施設です。 

八女市黒木町桑原

207 番地 

立花総合保健福祉センター 

「かがやき」 

地域住民の保健・福祉・レクリエーシ

ョンの拠点施設です。 

八女市立花町谷川

1156 番地 

星野総合保健福祉センター 

「そよかぜ」 

地域住民の保健・福祉・レクリエーシ

ョンの拠点施設です。 

八女市星野村 10775

番地 14 
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（９）その他のサービス 

① 家族介護支援事業 
介護や支援を必要とする高齢者を在宅で介護している家族等に対して、適切な介

護知識・技術を習得することを目的とした教室を開催するほか、介護による身体的・

精神的・経済的負担を軽減するための事業です。 

本市では、認知症高齢者等の見守り体制を構築するための八女市認知症ＳＯＳネ

ットワーク事業や、重度の介護が必要な高齢者を在宅で介護している家族への介護

用品支給支援事業を行っており、今後も継続して実施します。 

 

② その他事業 
その他、介護保険事業の運営の安定化や高齢者の地域における自立した日常生活

支援のための事業です。 

認知症等により判断能力が十分でない高齢者の権利を守るため、成年後見制度の

利用促進を行い、必要に応じて市長申立て等の支援を行っています。 

介護支援専門員が支援していない住宅改修のみを希望する利用者に対して、介護

支援専門員や作業療法士等が、住宅改修の支給に係る理由書を作成した場合に、そ

の費用の助成を行う住宅改修支援事業を行っています。 

これらの事業については、今後も継続して実施します。 
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３．地域と連携した介護予防・⽣活支援の展開 

医療・介護等の公的サービスのみならず、元気な高齢者をはじめとした住民が担

い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、

民生委員、地縁組織（行政区等）、民間企業、シルバー人材センター等の高齢者の生

活支援の担い手と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高

齢者の社会参加の推進を一体的に図ることが必要とされています。 

今後、総合事業等の担い手が減少することが予想されるため、ボランティアポイ

ント制度の検討や就労的活動の推進等による担い手の確保が重要となっています。 

本市では、高齢者の介護予防・生活支援サービスの提供体制の構築に向けて、ボ

ランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発や、そのネット

ワーク化等を行う生活支援コーディネーターを配置しています。 

生活支援コーディネーターの活動において、連絡会を定例的に開催し、情報の共

有と活動目的の確認を行い、地域の特性を考慮しながら地域間の平準化を図ります。 

生活支援コーディネーターの配置を継続し、機能強化を図るとともに、まちづく

り団体等に参画し既存の組織を活用しながら多様な関係主体との協議体を設置し、

介護予防・生活支援の視点をもって情報共有を図りながら連携・協働による地域づ

くりを推進します。 

 

【⽣活支援コーディネーター等の役割（イメージ）】 
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４．⾃⽴支援・重度化防⽌に向けた取り組みの推進 

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援

することや、要介護（支援）状態となることの予防、要介護（支援）状態の軽減・

悪化の防止に取り組むことがより一層重要となります。 

本市では、本計画の５つの基本目標のもとで実施する各種施策のうち、高齢者の

自立支援・重度化防止の観点から特に目標値を定めて推進していく取り組みを以下

のとおりとし、年度ごとに実施状況の把握と評価を行っていきます。 

【⾃⽴支援・重度化防⽌に向けた取り組みと目標】 

 

基本目標 

の区分 
取り組み内容 指標 

実績値 目標値 

令和 

元年度 
令和 

５年度 

基本目標

１ 

地域ケア会議の推進 

３階層の地域ケア会議を効果

的に開催する。 

【54 頁参照】 

各会議 

の開催 

回数 

地域包括ケア推進支援会議 １回 ２回 

日常生活圏域地域ケア会議 24 回 36 回 

小地域ケア会議 57 回 72 回 

基本目標

２ 

多様なサービスの創出 

訪問型サービスＣ（短期集中

予防サービス）を実施する。 

【60 頁参照】 

訪問型サービスＣ（短期集中予防サ

ービス）の利用者数 
－ 50 人 

基本目標

２ 

生活支援体制の整備 

生活支援コーディネーターを

本格稼働させ、圏域ごとにニ

ーズを把握しサービス創出に

取り組む。  【68 頁参照】 

第２層生活支援コーディネーター協議

体会議の開催回数 
１回 24 回 

基本目標

３ 

住民主体の通いの場等の創

出 

住民主体の通いの場（介護予

防自主グループ）を創出し、活

動を支援する。   

【70 頁参照】 

住民主体の通いの場（介護予防自主グ

ループ）の設置数 
22 ヶ所 25 ヶ所 

基本目標

４ 

認知症高齢者を支える地域

人材の育成 

認知症サポーター養成講座を

通じて認知症サポーター等の

人材を育成する。 

【74 頁参照】 

認知症サポーター養成講座の参加者数 6,652 人 7,000 人 

基本目標

５ 

地域密着型サービスの基盤

整備 

小規模多機能型居宅介護を６

圏域すべてに整備する。 

   【84 頁参照】 

小規模多機能型居宅介護の設置圏域数 ３圏域 ５圏域 


